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提出意見 

総論 
この度国税通則法通達案がパブリックコメントに付されたが、通達案のパブリックコメ

ント募集は画期的なことであり、大いに評価したい。 
以下意見を述べることにする。 
金子 宏東京大学名誉教授は、東京税理士界 No.666『論壇 国税通則法の改正』の結び

に「このたびの税務調査の手続の整備・改善は、行政手続法に先行し、また他のいずれの

行政の分野にも先行するものである。今後、行政手続法あるいは他の行政分野において行

政調査に関する規定の導入ないし整備が問題となる場合には、今回の国税通則法の改正お

よびその執行・運用の状況がたえず参考資料ないし先例として引照されることになるであ

ろう。制度の善し悪しは、運用によって決まることが少なくない。このたびの改正が運用

のよろしきを得て、税務行政と納税者との間の信頼関係の醸成に役立つことを期待した

い。」と記述している。 
我々は、この基本理念の下、この度公表された「国税通則法第 7 章の 2（国税の調査）

関係通達」の制定（案）をより慎重に検討しなければならない。 
一方、国税通則法の改正が「現行の運用上の取扱いを法定化」したものであるならば、

この法令解釈通達は、現行の税務調査の運用に比して、手続の水準が低下するようなこと

があってはならない。今回の改正は、今後さらなる大きな変革の伏線として位置付けられ

ている事について、併せて強く認識しておく必要がある。 
これまで法令解釈通達の適用に当たっては、納税者側に所定の手続要件を求め、その手

続を履践しなければ、認められない取扱いが見受けられていた。さらに、法令解釈通達は

行政庁内部の職務命令でありながら、納税者側に納税手続を強制できる理由が未だ明らか

にされていない。また、法令解釈通達は、税務官庁に対する適用手続を定めているにもか

かわらず、しばしば当該手続に反した課税処分を行う事例が見受けられている。これらの

手続の運用実態は、法令解釈通達の本来の機能を無力化し、法的性格を混乱させているこ

とが明らかである。 
税理士は、税務調査の現場に立会い、その運用を熟知している立場にある。納税者目線

からの問題意識を持つ税理士が、パブリックコメントとして各論に検討を加えることは、

税務調査の適正手続のあり方を推進する上で極めて有効な手段といえよう。 
本意見表明は、法令解釈通達をめぐる実務運用面のトラブルを未然に防止するよう配慮

し、納税義務者の権利を尊重した上、税理士の視点から検討を試みた集大成である。さら

に、本意見表明の目的は、法令解釈通達が税務官庁の調査手続の執行上、納税義務者の理

解の下で共有され、租税法律主義の機能たる法的安定性の保持と予測可能性を向上させる

ことである。 
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１－１（調査の意義） 
要 
旨 

 職員が「調査」の目的を達成するための一連の行為の意義は、目的の解釈のみなら

ず、行動の規範も明示する必要がある。 

理 
 

由 

「調査」の意義は、目的を明示することを解釈の主体としており、職員の一連の行

為を補足するためのカッコ書でさえ、目的を達成するための抽象的方向性を明示して

いるに留まっている。 
調査の目的の達成は、職員の行動規範の上に成り立つものである。職員の一連の行

為は、調査の手法及び行為そのものを具体的に明示すべきである。 
たとえば、「証拠資料を収集する際、常に納税者から承諾を得ることを要し、かつ

自発的提示を促がすように努めなければならない。また、むやみに書庫やデスク内の

開示を求めるものであってはならないことに留意する。」というような行為指針を掲

げる必要がある。 
 
１－２（調査に該当しない行為） 
３－３（調査に該当しない行為） 

要 
旨 

 （注）書に掲げる「当該修正申告書等の提出等は更正若しくは決定又は納税の告知

があるべきことを予知してなされたものには当たらないことに留意する。」という取

扱いの表現は、通達の解釈運用に誤解を与える余地がある。 
そのため、「当該修正申告書等の提出等は、国税通則法第 65 条第 5 項の適用がある

ことに留意する。」とすべきである。 

理 
 

由 

本通達の目的は、「調査に該当しない行為」を定めることによって、事前通知その

他税務調査に関する新国税通則法の一連の手続の適用有無を明確にすることにある

と思われる。 
しかしながら、「調査に該当しない行為」の定義を明確にすることは、現行国税通

則法第 65 条第 5 項《自主的修正申告書に係る過少申告加算税の適用除外規定》の適

用要件に存する「国税に関する調査があったこと」に抵触するとも限らない。 
そこで、本通達に掲げる「調査に該当しない行為」に合致した場合であっても、同

条同項の規定の適用があることを留意的に明らかにする必要がある。 
他

意

見 

○ 納税者に接触する場合は、当行為が調査に該当しないことを説明する旨挿入す

る。 

 
１－４（質問検査権の対象となる者の範囲） 
要 
旨 

 質問検査権の対象となる者は、納税義務者と税務代理人とし、いずれかの者の同意

を得ることを前提にして、その他の者に質問検査を行使する権利が存する旨を明示す
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べきである。 

理 
 

由 

国税の納税義務を課された者は、納税義務者であり、その義務を果たすため委任を

受けたのが税務代理人である（以下、納税義務者と税理代理人を「両者」という。）。

調査の目的を達成するためには、両者以外の者に協力を求める余地が生ずることも

想定できる。しかしながら、納税義務を課された当事者でないということは、事実関

係を誤認していることが多々存し、適正な法令解釈の妨げになることが考えられる。

納税義務の適正な実現のために、有益な質問検査の行使対象者として両者以外の者

を求める場合には、両者の同意を必要とするべきである。 
他

意

見 

○ 使用人その他の者の従業者にも及ぶ場合の客観的、個別、具体的な場合を明示す

べきである。 

 
１－１（調査の意義） 
１－４（質問検査権の対象となる者の範囲） 
１－５（質問検査権の対象となる帳簿書類その他の物件の範囲） 

要 
旨 

 反面調査は、「調査の意義」及び「質問検査権の対象となる者」に含まれるものと

解される。さらに、「帳簿書類その他の物件」には、反面調査によって得られた物件

が含まれていると解される。そのため、質問検査権に係る反面調査に対する制限につ

いて、明確にしておく必要がある。 

理 
 

由 

取引先及び金融機関に対する信用は、納税者の事業活動に対する生命線として、極

めて重要な要素である。反面調査に制限が存在しない場合には、納税者の取引先等に

対する信用失墜に派生しかねない。 
そこで、「納税者に対する調査を行った場合において、取引の実態が把握できなか

ったとき、納税者が調査に非協力的だったとき、その他これらに類するやむを得ない

事情があるときは、納税者の理解を求めて、当該取引先等に対して取引の状況を把握

することができる。」と、通達上明示すべきである。 

他

意

見 

○ 反面調査は調査の補完性を要件とするため、慎重に行われるべきであり、やむを

得ない場合に限定し、納税者が理解できるよう説明する旨挿入する。 
＜参考＞反面調査については、事前通知は必要とされていないが、運用上はできるだ

け通知をするようにすべきであろう。「東京税理士界 NO.666 金子宏東大名誉教授」

 
 
１－５（質問検査権の対象となる帳簿書類その他の物件の範囲） ４－４も同様 
要 
旨 

質問検査権の対象となる「その他の物件」については、納税義務者の目安となる例

示を掲げつつ、対象物件に制限を加えている要素を明示すべきである。 
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理 
 

由 

質問検査権の対象となる調査の目的を達成するために必要と認められるその他の

物件については、対象物件の制限が存していないため、通達案ではプライバシーに抵

触する恐れがある。そのため、任意調査の範囲を超えていないと判断ができる具体的

な物件の例示を掲げ、納税義務者が受け入れることができる「その他調査に必要があ

ると客観的に認められる物件」である旨を通達上明らかにする必要がある。 
他

意

見 

○ 医師、弁護士その他の特定職業人の守秘義務を尊重することと、調査又は徴収の

対象となる「その他の物件」の具体的な例を示すべきである。 

 
１－６ 物件の提示又は提出の意義 

要

旨 

「遅滞なく」を削除する。「提出」は必要最低限にとどめ、「写し」を要求する場合

は事前に実費精算など協議をしてから進める旨挿入する。 
物件（その写しを含む）の提出は、「特段の事情がない限り、納税者の理解と協力

を得て行うものであるので留意する。」の項目を入れるべきである。 
 
２－１（留置きの意義） 

要 

旨 

 留置きの要件である「必要があるとき」について、具体的な定義及び例示を明らか

にする必要がある。 

また、提出された物件については、納税者の業務の必要性に応じて、返還する義務

を定める必要がある。 

理 

 

由 

国税通則法第 74 条の 7《提出物件の留置き》は、「調査について必要があるとき」

に留置きができるものとしている。同法の制限的な要件について、解釈運用の参考と

するためには、当該必要である理由を明らかにする必要がある。 

また、調査で必要な物件であっても、納税義務者の業務に必要な書類等を留置きし

ていることに変わりなく、物件を提出したことで、納税者の事業活動の妨げになって

いることを充分に配慮すべきである。 

そのため、「当該提出された物件について、その提出後、納税義務者が事業活動を

行うに当たって必要になる等、特別な事情が生じたときは、納税義務者の申出により、

遅滞なく留置きしている物件を返還しなければならない。」等、納税義務者の権利を

担保することを明示して頂きたい。 

他

意

見 

○ 当該職員は留め置く必要がある理由(法第 74 条の 7)を明らかにするとともに、返

還予定日をあらかじめ協議する旨挿入する。 

 ＜参考＞印紙税法施行令第 20 条 留め置く理由を記載 

○ 納税者からの返還請求があった場合はすみやかに返還する旨挿入する。 

 ＜参考＞179 国会-衆議院-財務金融委員会-4 号平成 23 年 11 月 18 日 
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○ 留置きは「納税者の理解と協力を得て行うものであるから留意する。」の項目を

入れるべきである。 

 
２－２（留置きに係る書面の交付手続） 
要 

旨 

 物件の留置きをする場合において、当該物件を提出した者に対して交付すべき書面

（以下「預り証」という。）は、送達によって交付するべきではない。 

理 

 

由 

国税通則法施行令第 30 条の３《提出物件の留置き、返還等》第１項は、物件を留

置く際、物件を提出した者に対して、預り証を交付する義務を課している。 

また、同法第２項では、留置き物件が必要でなくなった場合における、当該物件の

返還義務を明示している。 

留置き物件は納税義務者の事業活動に極めて重要な物件であるため、当該物件の提

出時において、職員は預り証の交付の下に、提出された物件の厳重な管理を背負うこ

とが明らかとなっている。 

そのような厳格な手続の下に管理される留置き物件、当該物件の提出を受ける際に

交付する預り証並びに返還時に回収する預り証は、当該物件を提出した者の直接確認

の下に、交付又は回収手続を実施するべきであり、送達手続によって完結するような

事項ではない。 

 
３－３（調査に該当しない行為） 
要

旨 
納税者に接触する場合は、当行為が調査に該当しないことを説明する旨挿入する。

 
３－５（納税義務者の範囲） 

要 
旨 

 納税義務者の範囲は、納税義務者と税務代理人とし、いずれかの者の同意を得るこ

とを前提にして、未成年者の法定代理人、代表取締役以外の役員、経理事務責任者そ

の他の者を含めることができる旨を通達上明示すべきである。 

理 
 

由 

国税の納税義務を課された者は、納税義務者であり、その義務を果たすために委任

を受けたのが税務代理人である（以下、納税義務者と税理代理人を「両者」という。）。

調査の目的を達成するためには、両者以外の者に、通知、説明、勧奨又は交付の各

手続を実行することが生ずることも想定できる。しかしながら、納税義務を課された

当事者でない場合には、その責任権限が存在しないことから、両者と同様の意識を要

求することは元来酷なことであり、調査手続きの円滑な執行を達成するための対象者

として適当ではない。 
そこで、納税義務の適正な実現のために、有益な通知、説明、勧奨又は交付の各手

続を実行する者として、未成年者の法定代理人、代表取締役以外の役員、経理事務責
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任者その他の者を求める場合には、両者の同意を必要とした上、納税義務者の範囲に

含める旨、通達上明示すべきである。 
他

意

見 

○ 納税義務者の範囲に「当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該

税務代理人を含む。」を追加すべきである。 

 
４－１（法第７４条の９又は法第７４条の１０の規定の適用範囲） 

要

旨 

事前通知は、調査開始日の一定期間前までに行い、税務代理人を依頼していない納

税者には、その選任及び立会を求めることができる旨挿入する。 
なお、法 74 条の９第２項の協議には税務代理人が含まれることを記述すべきであ

る。 
 
４－３（事前通知事項としての帳簿書類その他の物件） 

要

旨 
国税に関する法令の規定により備付け又は保存することとされていない場合は、納

税者の任意の協力である旨に改める。 

理

由 

納税者の事業の遂行上、法令に規定されていない、必要な書類その他の物件は業種、

業態、規模により多様であり、その名称も統一されていない。従って現場に行かなく

ては不明であり事前通知には法令に規定されているものに限定し、調査の際に任意に

協力を求めるべきである。 

 
４－１１（新設） 
要

旨 
法第 74 条の 10 に基づき、通知なく調査を行った場合においては調査終了後もしく

は可能な段階で、通知せずに調査に至った事情等の説明を義務化すべきである。 
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５－６（法第７４条の１１第６項の規定の適用） 
５－７（「新たに得られた情報」の意義） 
５－８（「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」の範囲） 
５－９（事前通知事項以外の事項について調査を行う場合の法第７４条の１１第６項の規

定の適用） 

要

旨 

 再調査は新たに得られた情報の範囲を限定しているが、納税者は調査を受けた年分

について再度調査を受けることがないというのが不文律であり、納税者に新たな負担

を課することなく、新たに得られた情報を開示する旨挿入する。 
 
７－１（税務代理人を通じた事前通知事項の通知） 

要 

旨 

 「税務代理人を通じて当該納税義務者に通知して差し支えない旨」の申立て方法を

明らかにするとともに、その手法として「税理士法第 30 条《税務代理の権限の明示》

に定める税務代理権限証書に記載する。」ことを明示する必要がある。 

理 

 

由 

国税の納税義務を課された者は、納税義務者である。その義務を果たすために委任

を受けた税務代理人の存在は、税理士制度としての重大なファクターとなっている。

一方、職員が調査の目的を達成するためには、納税義務者との迅速な連絡調整を行

うことが必要である。 

「税務代理人を通じて当該納税義務者に通知して差し支えない旨」の申立て方法に

ついて、納税義務者の税務代理権限証書へのアピールは、最も合理的な手段であると

思われる。当該手段を明示することは、当該職員の調査の目的と納税義務者に対する

税務代理人の役割が双方呼応するものであることから、課税実務にとって有益なもの

となるため、通達上明示すべきである。 

他

意

見 

税理士法第 30 条に規定する税務代理権限証書を提出している税務代理人について

は税務代理人に通知をすれば足りる旨に改める。 

 
 

以上 


